
東

北

学

生

弓

道

連

盟

規

約 

施
行 

昭
和
三
十
七
・
七
・
一 

改
正 

令
和
六
・
二
・
二
八 

  

目
次 

第
一
章 

総
則
（
一
条―
二
条
） 

第
二
章 

組
織
（
三
条―
四
条
） 

第
三
章 

活
動
（
五
条
） 

第
四
章 

役
員
（
六
条―

一
〇
条
の
二
） 

第
五
章 

委
員
会
（
一
一
条―

一
六
条
） 

第
六
章 

会
計
（
一
七
条―

一
九
条
） 

第
七
章 

加
盟
・
脱
退
及
び
懲
戒
（
二
〇
条―

二
一
条
） 

第
八
章 

審
判
規
定
（
二
二
条―

二
四
条
） 

第
九
章 

競
技
規
定
（
二
五
条―

三
六
条
） 

第
十
章 

附 

則
（
三
七
条―

三
八
条
） 

第
十
一
章 

施 

行
（
三
九
条
） 

 

第
一
章 

 

総
則 

（
名
称
） 

第
一
条 

本
連
盟
は
東
北
学
生
弓
道
連
盟
と
称
す

る
。 

 

（
目
的
） 

第
二
条 

本
連
盟
は
東
北
各
大
学
弓
道
部
相
互
の

親
睦
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
斯
道
の
研
究
と
発
展
と

を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
二
章 

 

組
織 

（
組
織
） 

第
三
条 

本
連
盟
は
他
の
全
国
八
地
区
（
北
海
道
、

北
信
越
、
東
京
都
、
関
東
、
関
西
、
中
四
国
、
九

州
）
の
学
生
弓
道
連
盟
と
と
も
に
全
日
本
学
生
弓

道
連
盟
を
組
織
す
る
。 

② 
本
連
盟
は
東
北
地
区
（
青
森
、
岩
手
、
秋
田
、

宮
城
、
山
形
、
福
島
）
の
加
盟
校
の
弓
道
部
を
も

っ
て
組
織
す
る
。 

③ 

加
盟
校
は
毎
年
、
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
及
び

本
連
盟
に
部
員
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
本
部
） 

第
四
条 

本
連
盟
の
本
部
は
原
則
と
し
て
委
員
長

の
所
属
す
る
加
盟
校(

以
下
「
本
部
校
」
と
呼
ぶ)

に
置
く
。 

 

第
三
章 

 

活
動 

（
事
業
） 

第
五
条 

本
連
盟
は
次
の
活
動
を
行
う
。 

一 

東
北
学
生
弓
道
大
会
を
開
催
す
る
。 

二 

東
北
地
区
秋
季
学
生
弓
道
大
会
を
開
催
す

る
。 

三 

東
北
地
区
秋
季
女
子
学
生
弓
道
大
会
を
開

催
す
る
。 

四 

東
北
地
区
記
録
会
を
開
催
す
る
。 

五 

東
北
地
区
女
子
記
録
会
を
開
催
す
る
。 

六 

東
北
学
生
弓
道
新
人
戦
を
開
催
す
る
。 

七 

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
、
弓
道
団
体
、
そ 

の
他
各
種
運
動
団
体
と
の
連
絡
協
力
を
図
る
。 

八 

連
盟
誌
「
剛
弓
」
を
発
行
す
る
。 

九 

そ
の
他
本
連
盟
の
目
的
に
適
す
る
活
動
を

行
う
。 

 

第
四
章 

 

役
員 

 

（
役
員
） 

第
六
条 

本
連
盟
は
次
の
役
員
を
置
く
。
た
だ



し
、
欠
員
を
認
め
る
。 

 

一 

会
長 

一
名 

 
二 

副
会
長 

一
名
以
上 

 

三 
委
員
長 

一
名 

 

四 

副
委
員
長 

一
名
以
上 

 

五 

委
員 

 
各
校
代
表
一
名 

 

六 

顧
問 

 

若
干
名 

 

（
役
員
の
任
期
） 

第
七
条 

役
員
の
任
期
は
、
九
月
一
日
よ
り
翌
年
八

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
選
は
こ

れ
を
妨
げ
な
い
。 

② 

任
期
の
途
中
で
役
員
と
な
っ
た
者
の
任
期
は
、

八
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

（
会
長
・
副
会
長
の
選
任
） 

第
八
条 

会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
会
の
議
決

を
経
て
選
任
さ
れ
る
。 

 

（
顧
問
） 

第
九
条 

会
長
は
、
委
員
会
の
議
決
を
経
て
顧
問

を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
員
長
） 

第
一
〇
条 

委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
決
を
経
て
選

任
さ
れ
る
。 

② 

委
員
長
は
、
本
連
盟
の
業
務
を
総
理
す
る
。
委

員
長
は
必
要
に
応
じ
て
次
の
部
局
を
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

総
務
局 

二 

会
計
局 

三 

広
報
局 

四 

剛
弓
局 

 （
副
委
員
長
） 

第
一
〇
条
の
二 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
が
指
名
す

る
。 

② 
副
委
員
長
は
委
員
長
の
職
務
を
補
佐
す
る
。 

③ 
委
員
長
、
副
委
員
長
の
う
ち
二
名
は
、
全
日
本

学
生
弓
道
連
盟
の
中
央
委
員
と
な
る
。 

 

第
五
章 

 
委
員
会 

（
委
員
会
） 

第
一
一
条 

本
連
盟
の
会
議
は
、
委
員
会
と
称
す
る
。 

 

（
開
催
） 

第
一
二
条 

委
員
会
は
、
毎
年
二
回
の
定
例
委
員
会

を
開
催
す
る
。 

② 

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
臨

時
委
員
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
長
） 

第
一
三
条 

委
員
長
は
、
委
員
会
に
お
い
て
議
長

と
な
る
。
な
お
、
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は

副
委
員
長
が
議
長
と
な
る
。 

 

（
議
決
） 

第
一
四
条 

 

委
員
会
の
決
議
は
、
三
分
の
二
以

上
の
委
員
が
出
席
し
、
出
席
し
た
当
該
委
員
の

過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。
な
お
、
委
任
状
は
特

別
の
留
保
の
な
い
限
り
賛
成
と
み
な
す
。 

② 

前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
委

員
会
の
決
議
は
、
三
分
の
二
以
上
の
委
員
が
出

席
し
、
出
席
し
た
当
該
委
員
の
三
分
の
二
以
上

に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
お
、
委
任
状
は
特
別
の
留
保
の
な
い

限
り
賛
成
と
み
な
す
。 

 

一 

第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項(

出
場
停

止
又
は
除
名) 



 

二 

第
三
十
七
条(

規
約
の
改
正) 

 
（
交
通
費
用
） 

第
一
六
条 
委
員
会
に
出
席
す
る
者
は
、
学
割
普 

通
往
復
料
金
又
は
特
急
料
金
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
請
求
額
を
証
明
す
る
物
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
章 

 

会
計 

（
会
計
） 

第
一
七
条 

会
計
年
度
は
九
月
一
日
よ
り
翌
年
八

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

（
収
入
） 

第
一
八
条 

本
連
盟
の
経
費
は
次
の
収
入
を
も
っ

て
こ
れ
に
あ
て
る
。 

一 

連
盟
費 

加
盟
校
の
連
盟
費
は
一
カ
年

五
千
円
と
す
る
。
な
お
、
加
盟
校
弓
道
部
は
十

月
三
十
一
日
ま
で
に
連
盟
費
を
納
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

二 

部
員
登
録
料 

部
員
登
録
料
は
一
カ
年
部

員
一
名
あ
た
り
千
円
と
す
る
。
な
お
、
加
盟
校

は
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
人
数
分
の
部
員
登
録

料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

追
加
部
員
登
録
は
随
時
認
め
る
。 

三 

大
会
・
委
員
会
参
加
費 

要
項
に
お
い
て

こ
れ
を
定
め
る
。 

四 

補
助
金 

五 

寄
付
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入 

② 

加
盟
校
が
本
連
盟
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を

自
働
債
権
と
し
、
本
連
盟
が
加
盟
校
に
対
し
て

有
す
る
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
委
員

長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
な
お
、
本
連
盟
が
加
盟
校
に
対
し
て
有
す

る
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
に
つ
い
て
は

適
用
し
な
い
。 

  
（
会
計
監
査
） 

第
一
九
条 

会
計
は
年
度
末
の
定
例
委
員
会
に
お

い
て
会
計
監
査
を
受
け
る
。 

 

第
七
章 

 
加
盟
、
脱
退
及
び
懲
戒 

（
加
盟
・
脱
退
） 

第
二
〇
条 

本
連
盟
へ
の
加
盟
を
希
望
す
る
大
学

は
委
員
長
に
加
盟
申
請
書
を
提
出
し
、
委
員
会
の

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
新
加
盟

校
は
東
北
地
区
秋
季
学
生
弓
道
大
会
及
び
東
北

地
区
秋
季
女
子
学
生
弓
道
大
会
に
お
い
て
、
最
下

部
リ
ー
グ
所
属
と
す
る
。 

② 

本
連
盟
か
ら
の
脱
退
を
希
望
す
る
大
学
に
つ

い
て
、
脱
退
の
理
由
が
正
当
で
あ
る
と
委
員
会
に

お
い
て
承
認
さ
れ
た
場
合
、
脱
退
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
懲
戒
） 

第
二
一
条 

委
員
会
は
加
盟
校
に
対
し
、
懲
戒
を
講

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

懲
戒
は
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
。 

一 

戒
告 

文
書
に
よ
っ
て
厳
重
注
意
を

し
、
将
来
を
戒
め
る
。 

二 

罰
金 

二
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
で

罰
金
の
納
付
を
命
じ
る
。 

三 

出
場
停
止 

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
本

連
盟
主
催
大
会
へ
の
出
場
資
格
を
停
止
す
る
。 

四 

除
名 

本
連
盟
か
ら
の
脱
退
を
命
じ

る
。 

③ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
情
状
に

よ
り
、
戒
告
又
は
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
第

四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
罰
金
に
処
す
る
。 



一 

無
断
又
は
正
当
な
理
由
な
く
期
限
ま
で
に
提

出
物
の
提
出
を
し
な
い
と
き 

二 
本
連
盟
主
催
大
会
に
お
い
て
、
運
営
に
支
障

を
与
え
た
と
き 

三 

本
連
盟
の
加
盟
校
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い

非
行
を
行
っ
た
と
き 

四 

無
断
又
は
正
当
な
理
由
な
く
委
員
会
に
出
席

し
な
い
と
き 

④ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
情
状
に

よ
り
、
出
場
停
止
に
処
す
る
。 

一 

無
断
又
は
正
当
な
理
由
な
く
期
限
ま
で
に
罰

金
を
納
付
し
な
い
と
き 

二 

直
近
二
年
度
に
お
い
て
、
戒
告
又
は
罰
金
に

計
三
回
以
上
処
せ
ら
れ
た
と
き 

三 

直
近
二
年
度
に
お
い
て
、
無
断
又
は
正
当
な

理
由
な
く
委
員
会
に
二
回
出
席
し
な
い
と
き 

四 

本
連
盟
主
催
大
会
に
お
い
て
、
重
大
な
支
障

を
与
え
た
と
き 

五 

前
項
の
行
為
の
情
状
が
悪
質
と
認
め
ら
れ
た

と
き 

⑤ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
情
状
に

よ
り
、
除
名
に
処
す
る
。 

一 

前
二
項
の
行
為
の
情
状
が
極
め
て
悪
質
と
認

め
ら
れ
た
と
き 

二 

直
近
二
年
度
に
お
い
て
、
無
断
又
は
正
当
な

理
由
な
く
委
員
会
に
三
回
参
加
し
な
い
と
き 

三 

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
よ
り
除
名
処
分
を
受

け
た
と
き 

⑥ 

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
規
約
第
二
十
九
条
及

び
第
二
九
条
の
二
の
適
用
は
、
本
条
の
適
用
を
妨

げ
な
い
。 

⑦ 

懲
戒
を
講
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
懲
戒
の
対
象
と
な
る
大
学
に
対
し
て
文
書

又
は
口
頭
に
よ
り
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
章 

 

審
判
規
定 

（
審
判
） 

第
二
二
条 

審
判
は
委
員
長
の
任
命
し
た
審
判
長

及
び
審
判
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
審
判
を
行
う
。 

 

（
的
中
規
定
） 

第
二
三
条 

的
中
規
定
は
、
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟

規
約
第
三
十
九
条
を
適
用
す
る
。 

 

第
二
四
条 

前
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
場
合
は

審
判
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
の
判
断
に
よ
っ
て

こ
れ
を
決
す
る
。 

 

第
九
章 

 

競
技
規
定 

（
弓
） 

第
二
五
条 

本
連
盟
の
主
催
す
る
す
べ
て
の
競
技

は
日
本
弓
を
も
っ
て
行
う
。 

 

（
出
場
資
格
） 

第
二
五
条
の
二 

本
連
盟
の
主
催
す
る
す
べ
て
の

競
技
に
お
け
る
出
場
資
格
は
本
連
盟
加
盟
校
に
限

る
。
な
お
、
出
場
資
格
は
当
該
大
学
通
常
在
籍
期

間
中
（
普
通
大
四
年
、
短
期
大
二
年
、
医
科
系
大

六
年
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
留
年
、
休
学
等
に
よ

り
通
常
在
籍
期
間
を
超
え
る
者
の
出
場
は
こ
れ
を

認
め
な
い
。 

② 

早
期
卒
業
制
度
に
よ
り
四
年
未
満
三
年
以 

上
の
在
学
で
卒
業
が
認
め
ら
れ
た
学
生
に
つ
い
て
、

早
期
卒
業
以
前
か
ら
部
員
と
し
て
登
録
さ
れ
、
か

つ
同
一
大
学
法
人
の
大
学
院
に
進
学
す
る
場
合
に

限
り
、
前
項
に
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
で

出
場
資
格
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
本
規
定
の
適
用

に
は
本
人
の
申
告
を
要
す
る
。 



 
（
引
き
直
し
の
禁
止
） 

第
二
六
条 

打
ち
起
こ
し
を
開
始
し
た
後
の
引
き

直
し
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。 

 

（
的
） 

第
二
七
条 

特
別
の
定
め
の
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ

て
の
競
技
に
お
い
て
三
十
六
セ
ン
チ
星
的
を
使

用
す
る
。 

 

（
的
の
位
置
） 

第
二
八
条 

的
の
位
置
は
地
上
九
セ
ン
チ
と
す
る
。 

② 

三
十
六
セ
ン
チ
星
的
以
外
の
的
を
使
用
す
る

場
合
は
そ
の
中
心
を
三
十
六
セ
ン
チ
星
的
の
中

心
に
揃
え
る
。 

 

（
距
離
） 

第
二
九
条 

射
位
か
ら
的
面
ま
で
の
距
離
は
二
十

八
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
矢
返
し
の
禁
止
） 

第
三
〇
条 

行
射
中
の
矢
返
し
は
原
則
と
し
て
認

め
な
い
。 

 

（
立
順
変
更
・
再
出
場
の
禁
止
） 

第
三
一
条 

特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
、
団
体
試

合
に
お
け
る
立
順
の
変
更
は
認
め
な
い
。 

② 

団
体
試
合
に
お
い
て
交
代
選
手
の
再
出
場
は

原
則
と
し
て
認
め
な
い
。 

 

（
一
手
競
射
・
一
本
競
射
） 

第
三
二
条 

団
体
試
合
に
お
い
て
的
中
数
が
同
数

の
場
合
、
各
選
手
一
手
を
以
て
競
射
を
し
、
そ

の
的
中
数
で
勝
敗
を
決
す
る
。 

② 

一
手
競
射
に
よ
っ
て
も
勝
敗
が
決
し
な
い
場

合
、
各
選
手
一
本
を
以
て
競
射
を
し
、
そ
の
的

中
数
で
勝
敗
を
決
す
る
。
以
後
、
勝
敗
が
決
す

る
ま
で
、
一
本
競
射
を
行
う
。 

③ 
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
、
一
手
競
射
の
先

攻
、
後
攻
は
矢
振
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
以

後
は
、
一
回
ご
と
に
交
代
す
る
。 

 

（
射
詰
競
射
・
遠
近
競
射
） 

第
三
二
条
の
二 

特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
、
個
人

戦
は
三
十
六
セ
ン
チ
星
的
に
よ
る
射
詰
に
よ
り

決
す
る
。
た
だ
し
、
六
射
目
か
ら
二
十
四
セ
ン
チ

星
的
を
使
用
す
る
。 

② 

優
勝
決
定
以
外
の
順
位
決
定
は
、
三
十
六
セ
ン

チ
霞
的
に
よ
る
遠
近
競
射
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

③ 

遠
近
競
射
に
お
い
て
、
順
位
の
判
断
が
困
難
な

場
合
は
、
や
り
直
し
を
認
め
る
。
な
お
、
掃
き
矢

及
び
幕
打
ち
は
最
下
位
と
す
る
。 

 

（
遵
守
事
項
・
罰
則
） 

第
三
三
条 

本
連
盟
主
催
大
会
に
参
加
す
る
者
は
、

本
連
盟
規
約
、
本
連
盟
規
約
細
則
及
び
実
施
要
項

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

審
判
は
前
項
の
規
定
に
従
わ
な
い
者
又
は
チ

ー
ム
に
対
し
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一 

注
意 

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
旨
を

伝
え
、
再
発
を
防
止
す
る
よ
う
戒
め
る
。 

二 

無
効 

そ
の
立
に
お
け
る
、
当
該
選
手
又
は

当
該
チ
ー
ム
が
既
に
打
ち
起
こ
し
た
矢
を
す
べ

て
失
中
と
す
る
。 

三 

失
格 

そ
の
立
に
お
け
る
、
当
該
選
手
又
は

当
該
チ
ー
ム
の
す
べ
て
の
矢
を
失
中
と
す
る
。
以

降
の
試
合
は
、
す
べ
て
失
中
又
は
不
戦
敗
と
す
る
。

ま
た
、
そ
の
大
会
に
お
け
る
入
賞
を
取
り
消
す
。



大
会
委
員
会
は
他
の
者
の
順
位
を
繰
り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 （
異
議
申
立
て
） 

第
三
三
条
の
二 

競
技
の
運
営
に
関
す
る
異
議
申

立
て
は
各
校
責
任
者
一
名
の
み
が
大
会
委
員
会

に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

大
会
委
員
会
は
大
会
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び

審
判
を
も
っ
て
構
成
し
、
異
議
申
立
て
及
び
そ
の

処
置
に
つ
い
て
そ
の
直
後
に
行
わ
れ
る
委
員
会

に
お
い
て
報
告
す
る
義
務
を
負
う
。 

③ 

的
中
判
定
に
関
す
る
異
議
申
立
て
は
、
矢
取
り

が
行
わ
れ
る
前
に
審
判
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
試
合
へ
の
遅
刻
） 

第
三
四
条 

試
合
開
始
時
ま
で
に
会
場
に
到
着
し

な
か
っ
た
者
は
失
格
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
前

に
遅
刻
の
連
絡
を
し
て
い
た
と
き
又
は
大
会
委

員
会
に
お
い
て
そ
の
理
由
が
正
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
と
き
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
参
加
申
込
み
） 

第
三
四
条
の
二 

参
加
申
込
み
及
び
選
手
登
録

は
、
大
会
の
二
週
間
前
ま
で
に
本
部
校
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
制
限
時
間
） 

第
三
五
条 

団
体
試
合
に
お
け
る
制
限
時
間
（
行
射

開
始
の
合
図
か
ら
落
の
四
射
目
の
離
れ
ま
で
の

時
間
）
は
、
五
人
立
九
分
、
四
人
立
八
分
、
三
人

立
七
分
と
す
る
。 

② 

制
限
時
間
を
超
過
し
た
選
手
の
的
中
は
、
団
体

の
的
中
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
個

人
の
的
中
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。 

③ 

射
場
に
お
い
て
失
が
発
生
し
た
場
合
は
、
失
を

し
た
選
手
の
直
前
の
選
手
（
大
前
が
失
を
し
た
場

合
は
大
落
）
の
離
れ
で
計
時
を
一
時
停
止
す
る
。

な
お
、
失
を
し
た
選
手
の
打
ち
起
こ
し
か
ら
計
時

を
再
開
す
る
。 

④ 

的
場
に
お
い
て
失
が
発
生
し
た
場
合
は
、
審
判

の
合
図
に
よ
り
計
時
を
一
時
停
止
し
、
再
開
の
合

図
に
よ
り
計
時
を
再
開
す
る
。 

⑤ 

時
間
制
限
が
な
い
立
に
お
い
て
、
過
度
な
遅
延

行
為
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
選
手
の
的
中

を
無
効
と
す
る
。 

 

（
監
督
・
介
添
え
の
禁
止
行
為
） 

第
三
六
条 

試
合
中
に
お
け
る
監
督
又
は
介
添
え

に
よ
る
次
の
行
為
を
禁
止
す
る
。 

一 

選
手
の
身
体
に
触
れ
る
行
為 

二 

行
射
中
に
狙
い
を
確
認
す
る
行
為 

② 

前
項
各
号
に
定
め
る
行
為
を
故
意
に
行
な
っ

た
場
合
は
、
そ
の
立
に
お
い
て
当
該
選
手
が
引
い

た
矢
を
無
効
と
す
る
。 

③ 

審
判
が
第
一
項
に
定
め
る
行
為
を
行
な
っ
た

選
手
の
属
す
る
大
学
に
注
意
を
行
な
っ
た
後
、
再

び
そ
の
大
学
の
選
手
が
同
様
の
行
為
を
行
な
っ

た
場
合
、
そ
の
行
為
は
故
意
に
行
っ
た
も
の
と
み

な
す
。 

④ 

本
条
の
適
用
は
、
懲
戒
処
分
の
適
用
を
妨
げ
な

い
。 

第
一
〇
章 

 

附 

則 

第
三
七
条 

(

削
除) 

 

（
補
充
規
定
） 

第
三
八
条 

本
連
盟
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
諸
規
定
は
、
委
員
会
の
規
定
す
る
細
則
及
び
各

大
会
の
実
施
要
項
に
基
づ
き
こ
れ
を
行
う
。 



 

第
一
一
章 

 

施
行 

第
三
九
条 

こ
の
規
約
は
昭
和
三
十
七
年
七
月
一

日
よ
り
施
行
す
る 

    
 



東
北
学
生
弓
道
連
盟
規
約
細
則 

 

施
行 

昭
和
三
十
七
・
七
・
一 

改
正 

令
和
七
・
八
・
三
〇 

 

目
次 第

一
章 

総
則
（
一
条
） 

第
二
章 

東
北
学
生
弓
道
大
会
（
二
条―

一
二

条
） 

第
三
章 

東
北
地
区
秋
季
学
生
弓
道
大
会
（
一

三
条―

二
九
条
） 

第
四
章 

東
北
地
区
秋
季
女
子
学
生
弓
道
大

会
（
三
〇
条―

四
六
条
） 

第
五
章 

東
北
地
区
記
録
会
・
東
北
地
区
女
子

記
録
会
（
四
七
条―

五
五
条
） 

第
六
章 

東
北
学
生
弓
道
新
人
戦
（
五
六
条―

六
四
条
） 

 

第
一
章 

 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

本
細
則
は
東
北
学
生
弓
道
大
会
、
東
北

地
区
秋
季
学
生
弓
道
大
会
、
東
北
地
区
秋
季
女

子
学
生
弓
道
大
会
、
東
北
地
区
記
録
会
、
東
北

学
生
弓
道
新
人
戦
を
円
滑
に
運
営
し
、
最
良
の

試
合
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
二
章 

 

東
北
学
生
弓
道
大
会 

（
部
門
） 

第
二
条 

本
大
会
は
男
女
と
も
団
体
戦
及
び
個
人

戦
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
開
催
時
期
） 

第
三
条 

本
大
会
は
原
則
と
し
て
四
月
に
行
う
。 

 

（
上
位
大
会
） 

第
三
条
の
二 

本
大
会
団
体
戦
優
勝
校
及
び
準
優

勝
校
は
全
国
大
学
弓
道
選
抜
大
会
の
出
場
権
を

得
る
。 

 

（
団
体
戦
） 

第
四
条 

団
体
戦
決
勝
は
予
選
に
お
け
る
的
中
数

の
上
位
八
チ
ー
ム
に
よ
る
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
と

す
る
。 

② 

選
手
交
代
は
、
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
一
回
戦

よ
り
認
め
る
。
た
だ
し
、
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

の
試
合
に
お
け
る
一
手
競
射
又
は
一
本
競
射
で

の
選
手
交
代
は
認
め
な
い
。 

 

（
男
子
の
部
団
体
戦
） 

第
四
条
の
二 

男
子
の
部
団
体
戦
は
一
チ
ー
ム
五

人
立
と
し
、
各
校
一
チ
ー
ム
の
み
出
場
で
き

る
。（
補
欠
三
名
を
含
む
八
名
を
選
手
と
す

る
。） 

② 

予
選
及
び
決
勝
は
各
人
四
射
計
二
十
射
を
行

う
。 

 (

女
子
の
部
団
体
戦) 

第
四
条
の
三 

女
子
の
部
団
体
戦
は
一
チ
ー
ム 

四
人
立
と
し
、
各
校
一
チ
ー
ム
の
み
出
場
で
き

る
。（
補
欠
二
名
を
含
む
六
名
を
選
手
と
す

る
。） 

② 

予
選
及
び
決
勝
は
各
人
四
射
計
十
六
射
を
行

う
。 

 

（
個
人
戦
） 

第
五
条 

個
人
戦
予
選
は
男
女
と
も
に
、
四
射
三
中

以
上
を
も
っ
て
通
過
と
す
る
。 

② 

団
体
戦
予
選
に
出
場
し
た
選
手
は
、
そ
の
的
中

を
個
人
戦
予
選
の
的
中
と
み
な
す
。
団
体
戦
予
選



に
出
場
し
な
か
っ
た
選
手
は
、
別
に
予
選
を
設
け

る
。 

③ 
決
勝
は
射
詰
競
射
を
行
う
。
優
勝
決
定
以
外
の

順
位
決
定
は
遠
近
競
射
に
よ
る
。 

 

（
選
手
登
録
人
数
） 

第
六
条 

団
体
は
男
子
四
名
以
上
八
名
以
下
、
女
子

三
名
以
上
六
名
以
下
を
登
録
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

② 

前
項
に
定
め
る
人
数
に
満
た
な
い
大
学
は
、
個

人
戦
に
の
み
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条―

第
八
条 

（
削
除
） 

 

（
表
彰
） 

第
九
条 

表
彰
は
男
女
と
も
団
体
三
位
、
個
人 

五
位
ま
で
と
す
る
。
射
道
優
秀
賞
は
次
条
の
定
め

に
よ
る
。 

 

（
射
道
優
秀
賞
） 

第
一
〇
条 

本
大
会
は
射
道
優
秀
賞
を
表
彰
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

② 

射
道
優
秀
賞
は
男
女
各
二
名
以
内
と
す
る
。 

③ 

射
道
優
秀
賞
の
審
判
は
本
連
盟
に
よ
っ
て
依

頼
さ
れ
た
者
が
行
う
。 

 

（
メ
ン
バ
ー
表
の
提
出
） 

第
一
一
条 

団
体
戦
予
選
メ
ン
バ
ー
表
は
開
会
式

前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
一
二
条 

（
削
除
） 

 

第
三
章 

 

東
北
地
区
秋
季
学
生
弓
道

大
会 

（
部
門
） 

第
一
三
条 

本
大
会
は
団
体
戦
及
び
個
人
戦
を
行

う
。 

② 
団
体
戦
は
加
盟
校
を
一
部
か
ら
五
部
の
リ
ー

グ
に
分
け
る
。 

 

（
上
位
大
会
） 

第
一
四
条 

一
部
リ
ー
グ
戦
優
勝
校
は
全
日
本
学

生
弓
道
王
座
決
定
戦
の
出
場
権
を
得
る
。 

② 

本
大
会
に
お
い
て
東
西
学
生
弓
道
選
抜
対
抗

試
合
出
場
者
を
決
定
す
る
。 

 

（
開
催
時
期
） 

第
一
五
条 

本
大
会
は
原
則
と
し
て
十
月
に
行
う

も
の
と
す
る
。 

 

（
団
体
戦
） 

第
一
六
条 

団
体
戦
は
リ
ー
グ
方
式
に
よ
る
総
当

た
り
制
と
す
る
。 

② 

団
体
戦
は
各
校
四
人
二
立
計
八
人
と
す
る
（
補

欠
は
制
限
し
な
い
）。
試
合
は
各
人
二
十
射
計
百

六
十
射
を
も
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
運
営
上
や
む

を
得
な
い
と
き
は
、
大
会
委
員
会
に
よ
る
協
議
に

よ
り
、
射
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
参
加
者
少
数
の
場
合
） 

第
一
七
条 

参
加
者
少
数
の
場
合
、
六
名
以
上
を
も

っ
て
参
加
で
き
る
。 

 

（
試
合
の
勝
敗
） 

第
一
八
条 

各
試
合
の
勝
敗
は
的
中
数
に
よ
り
決

定
す
る
。 

 

 

（
試
合
の
棄
権
） 

第
一
九
条 

試
合
を
棄
権
し
た
大
学
は
不
戦
敗
と



す
る
。 

 
② 

両
校
と
も
試
合
を
棄
権
し
た
場
合
は
、
不
成
立

と
す
る
。
な
お
、
再
試
合
は
委
員
長
の
承
認
が
な

い
か
ぎ
り
認
め
な
い
。 

 

（
団
体
戦
の
順
位
決
定
） 

第
二
〇
条 

団
体
戦
は
勝
数
に
よ
り
順
位
を
決
定

す
る
。
勝
数
が
同
じ
で
あ
る
場
合
は
、
総
的
中
数

に
よ
っ
て
順
位
を
決
す
る
。
勝
数
及
び
総
的
中
数

が
同
じ
で
あ
る
場
合
は
、
規
約
第
三
十
二
条
を
適

用
す
る
。 

② 

試
合
の
棄
権
に
よ
り
総
射
数
が
異
な
る
場
合

に
お
い
て
勝
数
が
同
じ
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
的

中
率
に
よ
っ
て
順
位
を
決
定
す
る
。
勝
数
及
び
総

的
中
率
が
同
じ
で
あ
る
場
合
は
、
規
約
第
三
十
二

条
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
棄
権
し
た
大
学
は
勝

数
が
同
じ
で
あ
る
中
の
最
下
位
と
す
る
。 

③ 

一
手
競
射
及
び
一
本
競
射
の
的
中
は
、
前
三
項

の
総
的
中
数
及
び
総
的
中
率
に
算
入
し
な
い
。 

 

（
個
人
戦
） 

第
二
一
条 

個
人
戦
は
団
体
戦
に
お
け
る
的
中
数

に
よ
り
順
位
を
決
定
す
る
。 

② 

一
手
競
射
、
一
本
競
射
及
び
入
替
戦
の
的
中
は

個
人
戦
に
算
入
し
な
い
。 

 

（
表
彰
） 

第
二
二
条 

表
彰
は
各
部
団
体
戦
二
位
、
個
人
戦
三

位
ま
で
と
す
る
。 

 

（
選
手
交
代
） 

第
二
三
条 

選
手
交
代
は
各
試
合
の
二
立
目
よ
り

認
め
る
。
た
だ
し
、
立
順
の
変
更
及
び
交
代
選
手

の
再
出
場
は
同
一
試
合
に
お
い
て
は
認
め
な
い
。 

 

（
対
面
挨
拶
） 

第
二
四
条 

試
合
の
先
攻
・
後
攻
は
原
則
と
し
て
矢

振
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

② 
メ
ン
バ
ー
表
は
各
試
合
開
始
時
の
対
面
挨 

拶
時
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
五
条 

参
加
申
込
み
及
び
選
手
登
録
は
、
大
会

の
二
週
間
前
ま
で
に
各
リ
ー
グ
主
管
校
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
六
条 

（
削
除
） 

 

（
東
西
選
手
） 

第
二
七
条 

東
西
学
生
弓
道
選
抜
対
抗
試
合
出
場

者
は
、
個
人
戦
に
お
け
る
的
中
率
に
よ
り
決
定
す

る
。
た
だ
し
、
各
リ
ー
グ
の
全
射
数
の
八
割
以
上

引
い
た
者
を
対
象
と
す
る
。 

② 

異
な
る
リ
ー
グ
間
で
的
中
率
が
同
じ
者
が
い

る
場
合
、
上
位
リ
ー
グ
の
者
を
優
先
す
る
。
同
じ

リ
ー
グ
で
的
中
率
が
同
じ
者
が
い
る
場
合
は
、
各

部
個
人
戦
に
お
け
る
順
位
の
高
い
方
を
優
先
す

る
。 

 

（
入
替
戦
） 

第
二
八
条 

各
部
の
最
下
位
校
と
そ
の
下
部
の
優

勝
校
は
入
替
戦
を
行
う
。
入
替
戦
で
勝
っ
た
大
学

は
、
次
年
度
の
大
会
に
お
い
て
上
位
リ
ー
グ
に
所

属
し
、
負
け
た
大
学
は
、
次
年
度
の
大
会
に
お
い

て
下
部
リ
ー
グ
に
所
属
す
る
。 

② 

入
替
戦
は
原
則
と
し
て
大
会
終
了
後
三
週
間

以
内
と
し
、
大
会
時
の
登
録
選
手
を
も
っ
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

③ 

試
合
は
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
、
第
二
十
三

条
及
び
第
二
十
四
条
に
基
づ
き
行
う
。 



 
（
主
管
校
） 

第
二
九
条 

各
リ
ー
グ
の
主
管
校
は
原
則
と
し
て

持
ち
回
り
制
と
し
、
委
員
会
で
協
議
の
う
え
決
定

す
る
。 

 

第
四
章 

 
東
北
地
区
秋
季
女
子
学
生

弓
道
大
会 

第
三
〇
条 

（
削
除
） 

 

（
上
位
大
会
） 

第
三
一
条 

一
部
リ
ー
グ
戦
優
勝
校
は
全
日
本
学

生
弓
道
女
子
王
座
決
定
戦
の
出
場
権
を
得
る
。 

② 

本
大
会
に
お
い
て
女
子
東
西
学
生
弓
道
選
抜

対
抗
試
合
出
場
者
を
決
定
す
る
。 

 

第
三
二
条 

（
削
除
） 

 

（
団
体
戦
） 

第
三
三
条 

団
体
戦
は
リ
ー
グ
方
式
に
よ
る
総
当

た
り
制
と
す
る
。 

② 

団
体
戦
は
、
各
校
四
人
一
立
と
す
る
（
補
欠
は

制
限
し
な
い
）。
試
合
は
各
人
十
二
射
計
四
十
八

射
を
も
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
運
営
上
や
む
を
得

な
い
と
き
は
、
大
会
委
員
会
に
よ
る
協
議
に
よ
り
、

射
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
参
加
者
小
数
の
場
合
） 

第
三
四
条 

参
加
者
少
数
の
場
合
、
三
名
以
上
を
も

っ
て
参
加
で
き
る
。 

 

第
三
五
条―

第
四
三
条 

（
削
除
） 

 

（
東
西
選
手
） 

第
四
四
条 

女
子
東
西
学
生
弓
道
選
抜
対
抗
試
合

出
場
者
は
、
個
人
戦
に
お
け
る
的
中
率
に
よ
り
決

定
す
る
。
た
だ
し
、
各
リ
ー
グ
の
全
射
数
の
七
割

五
分
以
上
引
い
た
者
を
対
象
と
す
る
。 

② 
異
な
る
リ
ー
グ
間
で
的
中
率
が
同
じ
者
が
い

る
場
合
、
上
位
リ
ー
グ
の
者
を
優
先
す
る
。
同
じ

リ
ー
グ
で
的
中
率
が
同
じ
者
が
い
る
場
合
は
、
各

部
個
人
戦
に
お
け
る
順
位
の
高
い
方
を
優
先
す

る
。 

 

第
四
五
条 

（
削
除
） 

 

第
四
六
条 

本
大
会
は
、
第
一
三
条
、
第
一
五
条
、

第
一
八
条
か
ら
第
二
五
条
、
第
二
八
条
及
び
第
二
九

条
を
適
用
す
る
。 

 

第
五
章 

 

東
北
地
区
記
録
会
・
東
北
地

区
女
子
記
録
会 

（
部
門
） 

第
四
七
条 

本
大
会
は
個
人
戦
を
行
う
。 

 

（
出
場
人
数
） 

第
四
八
条 

東
北
地
区
記
録
会
に
出
場
す
る
選
手

は
各
校
男
子
三
名
以
内
と
す
る
ほ
か
、
次
の
各
号

に
該
当
す
る
加
盟
校
は
、
別
に
出
場
選
手
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
運
営
上
支
障
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

一 

直
前
に
行
わ
れ
る
東
北
学
生
弓
道
大
会
男
子

団
体
戦
入
賞
校 

 
 

各
一
名 

二 

直
後
に
行
わ
れ
る
東
北
地
区
秋
季
学
生
弓
道 

大
会
一
部
リ
ー
グ
校 

 
 

各
一
名 

② 

東
北
地
区
女
子
記
録
会
に
出
場
す
る
選
手
は

各
校
女
子
四
名
以
内
と
す
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に

該
当
す
る
加
盟
校
は
、
別
に
出
場
選
手
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
運
営
上
支
障
が
あ
る



と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

一 

直
前
に
行
わ
れ
る
東
北
学
生
弓
道
大
会
女
子

団
体
戦
入
賞
校 

 
 

各
一
名 

二 

直
後
に
行
わ
れ
る
東
北
地
区
秋
季
女
子
学
生

弓
道
大
会
一
部
リ
ー
グ
校 

各
一
名 

 

（
開
催
時
期
） 

第
四
九
条 

本
大
会
は
原
則
と
し
て
五
月
下
旬 

に
行
う
。 

 

第
五
〇
条 

（
削
除
） 

 

（
射
数
） 

第
五
一
条 

射
数
は
男
子
各
人
百
射
、
女
子
各
人
六

十
射
と
す
る
。 

 

（
順
位
決
定
） 

第
五
二
条 

順
位
は
的
中
数
の
多
い
順
に
決
定
す

る
。
同
中
の
場
合
は
射
詰
に
よ
り
決
定
す
る
。 

 

（
表
彰
） 

第
五
三
条 

的
中
数
の
上
位
五
名
を
表
彰
す
る
。
連

中
賞
は
別
に
設
け
る
。 

 

第
五
四
条―

第
五
五
条 

（
削
除
） 

 

第
六
章 

東
北
学
生
弓
道
新
人
戦 

（
部
門
） 

第
五
六
条 

本
大
会
は
団
体
戦
及
び
個
人
戦
を
行

う
。 

 

（
開
催
時
期
） 

第
五
七
条 

本
大
会
は
原
則
と
し
て
十
二
月
に
行

う
。 

 

（
団
体
戦
） 

第
五
八
条 

団
体
戦
は
男
女
混
合
一
チ
ー
ム
三
人

立
と
す
る
（
補
欠
二
名
を
含
む
五
名
を
選
手
と
す

る
）。
各
校
の
チ
ー
ム
数
は
、
運
営
に
支
障
が
な

い
限
り
制
限
し
な
い
。 

② 

予
選
は
射
数
各
人
八
射
、
計
二
十
四
射
で
行
う
。

決
勝
戦
は
予
選
に
お
け
る
団
体
的
中
数
の
上
位

八
チ
ー
ム
に
よ
る
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ

し
、
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
進
出
す
る
チ
ー
ム
数

は
、
運
営
に
支
障
が
な
い
限
り
増
や
す
こ
と
が
で

き
る
。 

③ 

選
手
交
代
は
予
選
二
立
目
よ
り
認
め
る
。
た
だ

し
、
交
代
選
手
の
再
出
場
は
認
め
な
い
。
な
お
、

決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
進
出
決
定
の
競
射
に
お
け

る
選
手
交
代
は
認
め
な
い
。 

 

（
個
人
戦
） 

第
五
九
条 

個
人
戦
予
選
は
男
女
と
も
に
、
四
射
三

中
以
上
を
も
っ
て
通
過
と
す
る
。 

② 

団
体
戦
予
選
に
出
場
し
た
選
手
は
、
各
人
の
最

初
の
立
の
的
中
を
個
人
戦
予
選
の
的
中
と
み
な

す
。
団
体
戦
予
選
に
出
場
し
な
か
っ
た
選
手
は
、

別
に
予
選
を
設
け
る
。 

③ 

決
勝
は
射
詰
競
射
を
行
う
。
優
勝
決
定
以
外
の

順
位
決
定
は
遠
近
競
射
に
よ
る
。 

 

（
選
手
登
録
人
数
） 

第
六
〇
条 

選
手
登
録
は
男
女
混
合
一
チ
ー
ム
二

名
以
上
五
名
以
下
と
す
る(

二
チ
ー
ム
以
上
出
場

す
る
大
学
に
つ
い
て
は
、
一
チ
ー
ム
三
名
を
も
っ

て
団
体
と
認
め
る)

。
な
お
、
そ
の
大
学
の
参
加

者
が
一
名
で
あ
る
場
合
、
個
人
戦
に
の
み
出
場
す

る
こ
と
を
認
め
る
。 

 



第
六
一
条 

参
加
資
格
は
弓
道
部
所
属
後
一
年
以

内
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
弓
道
部
所
属
後
一
年

を
超
え
た
者
で
、
特
別
の
事
情
が
大
会
委
員
会
の

合
議
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
者
は
、
参
加
資
格
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
二
条 

（
削
除
） 

 

（
表
彰
） 

第
六
三
条 

団
体
戦
三
位
ま
で
、
個
人
戦
五
位
ま
で

表
彰
す
る
。 

 

第
六
四
条 

（
削
除
） 

 


